
   

千葉リハビリテーションセンター 

医療型障害児入所施設愛育園のご案内 
 

 

 

◆ 医療型障害児入所施設 

 

 

 



医療型障害児入所施設「愛育園」 
 

医療型障害児入所施設とは、児童福祉法の一部改正に伴い、従来の肢体不自由児施設、

重症心身障害児施設等、医療法上の病院の指定を受けている施設が再編されて、平成 24年

４月から一元化された施設の名称です。愛育園は児童福祉法に基づく医療型障害児入所施

設であり、また、医療法に基づく病院でもあります。 

当園では、長年にわたり、肢体不自由児施設「愛育園」、重症心身障害児施設「陽育園」を

運営してきた経験を基に、１８歳未満で運動機能に障害のあるお子さん（事故や疾病によ

る中途障害を含む）、重度の知的障害と重度肢体不自由が重複しているお子さんを対象とし

て、必要な療育を行い、将来独立自活するために必要な身体・知識・技能の発達を促進す

ること、在宅生活でのＱＯＬ（生活の質）を向上させることを目的としています。 

 

 

 

愛育園の利用目的 
 

①リハビリ医療入園（単独入園） 

療育訓練や機能回復訓練、整形外科手術後の訓練、脱水や肺炎の治療、高次脳機能障害の

評価及び訓練、その他目的をもった療育入園を行います 

②親子入園 

肢体に不自由のある幼少期のお子様とご家族がともに入園していただき、評価や集中的な

訓練を行い成長発達を促すとともに、ご家族に対しては、家庭における療育の基礎知識及

び技能を習得していただきます 

③社会的入園 

家庭の事情等の社会的理由で在宅生活が困難になった肢体不自由児および重症心身障害児

に生活の場を提供します 

 

 



入園までの手続き 
 

 

（１）治療・訓練目的での入園 

                  

千葉リハビリテーションセンターの外来受診 

                 ソーシャルワーカーとの面談 

                 ※小児科の受診が必要な場合があります 

 

                 愛育園の入園調整会議 

 

 

 

 

                 ソーシャルワーカーからご自宅の住所地を管轄する

児童相談所へ関係書類を送付します 

 

 

                 児童相談所の相談員と連絡し必要書類（住民票や課

税証明書）を準備します 

                 児童相談所へ申請に行く、または相談員の訪問 

                 保護者の方には簡単な家庭調査、お子さんには発達

検査があります 

 

                 施設を利用するための受給者証が児童相談所から 

                 ご自宅へ郵送されます 

 

 

                  

                 利用契約は、原則として児童の場合は保護者との契

約になります 

                 契約にあたり重要事項の説明をさせていただき、ご

理解の上、契約を結びます 

 

 

 

入園相談・受診 

入園調整会議 

意見書・児童紹介の送付 

受給者証申請・面談 

受給者証交付 

入園日の決定・連絡 

愛育園との契約・入園 

入園時間は 10:00です 

 

契約入園 



（２）家庭の事情での入園 

                  

ご自宅の住所地を管轄する児童相談所へ相談をしま 

す                  

 

 

                 児童相談所から愛育園へ入所依頼があります 

 

 

                  

千葉リハビリテーションセンターの外来受診 

                 ソーシャルワーカーとの面談 

 

                 

                 愛育園の入園調整会議  

 

 

 

                 保護者の方には簡単な家庭調査、お子さんには発達

検査があります 

 

 

                 施設を利用するための受給者証が児童相談所から 

                 ご自宅へ郵送されます 

 

 

                 利用契約は、原則として児童の場合は保護者との契

約になります 

                 契約にあたり重要事項の説明をさせていただき、ご

理解の上、契約を結びます 

 

 

 

 

ご家庭でお子様を養育することが困難な時や施設での支援を受けることが適当と児童相

談所が判断したときに、児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所させる措置をしま

す。 

 

児童相談所への相談 

児童相談所から入所依頼 

外来受診 

入園調整会議 

受給者証申請・面談 

入園日の決定・連絡 

愛育園との契約・入園 

入園時間は 10:00です 
 

措置入園 

受給者証交付 



 

 

 

以下の場合などは、健康保険を利用した入園となります 

◆事故などで損害保険を利用する場合 

◆短期間の治療入院の場合 

◆18歳以上の方が入園する場合 

◆契約入園（受給者証発行）の手続きが間に合わない場合 

 

                 千葉リハビリテーションセンターの外来受診 

                 ソーシャルワーカーとの面談 

                 ※小児科の受診が必要な場合があります 

 

 

                 愛育園の入園調整会議 

 

 

 

 

                 入園時に「身元引受書」「入院願い」をご用意下さい 

                                                    

 

 

 

 

 

費用は健康保険法の規定により算出しますが、適用にならないものは自費扱いになりま

す 食費については健康保険法の規定に基づき、一部負担金のお支払いがあります 

 

当センターは自立支援医療（旧更生医療、旧育成医療）・特定疾患医療研究事業・小児慢

性疾患研究事業の指定機関になっておりますので、該当される方は各種医療受給者票をお

持ち下さい 

 

また「健康保険限度額適用認定証」をお持ちいただければ、窓口負担が月単位で一定の

限度額にとどめられます 

 

心身障害者（児）医療費の助成がご利用できる方もいらっしゃいますので、入院費のお

支払いについては、ソーシャルワーカーにご相談下さい 

 

保険入園 

外来受診 

入園調整会議 

愛育園への入園 

入園時間は 10:00です 

 

保険入園の費用について 



児童相談所のご案内 
 

児童相談所 所在地 担当区域 電話番号 

中央 〒263-0016 

千葉市稲毛区天台 

1-10-3 

成田市 富里市 佐倉市 

印西市 栄町 酒々井町 

八街市 四街道市 白井市 

八千代市 習志野市 市原市 

043-253-4101 

市川 〒272-0026 

市川市東大和田 2-8-6 

市川市 船橋市 

鎌ヶ谷市 浦安市 

047-370-1077 

柏 〒277-0831 

柏市根戸 445-12 

柏市 松戸市 我孫子市 

野田市 流山市 

04-7131-7175 

銚子 〒288-0813 

銚子市台町 2183 

銚子市 旭市 匝瑳市 香取市 

多古町 神崎町 東庄町 

0479-23-0076 

東上総 〒297-0029 

茂原市高師 3007-6 

茂原市 東金市 大網白里町 

九十九里町 長柄町 長南町 

睦沢町 長生村 白子町 

山武市 横芝光町 芝山町 

いすみ市 一宮町 大多喜町 

勝浦市 御宿町 

0475-27-1733 

君津 〒299-1151 

君津市中野 4-18-9 

君津市 木更津市 袖ケ浦市 

富津市 鋸南町 南房総市 

館山市 鴨川市 

0439-55-3100 

千葉市 〒261-0003 

千葉市美浜区高浜 3-2-3 

千葉市 043-277-8880 

※退園後、受給者証は児童相談所へお返し下さい 

 

手当について 

家庭で生活している障害のある児童を養育している方を対象に支給されている、「特別児

童扶養手当」「障害児福祉手当」は、児童福祉施設に入所中は支給対象外となります。 

受給中の方は各市町村の福祉課の窓口にお電話で確認の上、支給停止・再開の手続きを

して下さい。一般的には、入園後に入園日が記載された受給者証を持参して手当てを停め

る手続きを行い、退園後に退園日の記載された受給者証を持参して手当てを再開する手続

きをします。入退園日の記入は医事課窓口にて行います（受付日時：平日・土曜日９時～

17 時）。医事課窓口が開いていない日時の退園については、事前に病棟の指導員にご相談

下さい。 

  



費用について 
 

・契約入園につきましては、障害児施設給付費（福祉・医療）の利用者負担額と愛育園の 

日用消耗品費一部負担金（１日２７０円）をお支払いいただきます。 

・負担上限月額については、受給者証でご確認下さい。 

・請求書は毎月末に締め、翌月 15日過ぎの週末外泊時にお渡しするか、ご自宅に郵送させ 

ていただきます。 

・請求書を受け取ってから２週間以内に会計窓口でお支払い下さい。会計窓口では、平日・

土曜日９時～17時にお支払いいただけます。クレジットカード、デビットカードもご利

用いただけます。 

・銀行振込み及び現金書留でのお支払いも可能です。長期にわたる入園の場合は、銀行引 

落しも可能ですので、会計窓口でご相談下さい。 

・退園の際には、会計窓口で入院費用をご精算下さい。 

なお、会計窓口が閉まっている場合には、後日請求書を郵送しますので、お支払い下さ 

い。 

 

 

 

 

 

 

※毎月、健康保険証を確認しますので会計窓口にご提示下さい 

 入園中に保険証の内容に変更があった場合には、必ず会計窓口にお申し出下さい 

 

愛育園の相談窓口 
 

 

千葉リハ総合療育センターのソーシャルワーカー 

相談時間 平日９時～１７時   電話 ０４３（２９１）１８３１ 

 

 

各棟の指導員及び千葉リハ総合療育センターのソーシャルワーカー 

 

 

千葉リハ総合療育センターのソーシャルワーカー 

 

振込先口座   千葉銀行 松ヶ丘支店 普通預金 ２８１７９０９ 

     

口座名義人   社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団 

        理事長 

       （振込手数料はご利用者様の負担となります） 

入園前 

入園中 

退園後 



医療型障害児入所施設「愛育園」の生活 
 

起床     登校                                  消灯 

6:00  7:00   8:40        12:00  1:00      2:30    4:00     6:00     7:00    9:00 

         

 

 

 

 

 

 

外泊・外出・面会について 
 

・外泊・外出にあたっては、事前に外泊（外出）許可願いを提出して下さい 

・特に低年齢のお子さんは精神的な安定が保たれることで、入園生活や治療・訓練が効果 

的にすすめられることが多くありますので、外泊や外出を積極的に行ってください。 

・夏季や冬季など、学校の休みに合わせて外泊を計画していただき、園での訓練がどのよ 

うに家庭での生活で役に立つのか考え、お子さん自身が家族の一員であることを認識し 

て生活できる機会にして下さい。 

・面会は感染症対策などで院内や棟内への出入りを制限する場合を除いては自由に行って 

ください。ただし、早朝（おおむね朝８時まで）や就寝前（おおむね午後８時以降）に 

ついては、やむおえない事情がない場合には、ご遠慮下さい。 
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入浴日 ２Ｂ棟 火・木・土  ２Ｃ棟 月・水・金 

    １ＢＣ棟 男性（月・水・金） 女性（火・木・土） 

４才未満のお子さんについて、午後は病棟での午睡となります 

また、金曜日の午後は保育活動がありません 

学齢前のお子さんの消灯時間は午後８時です 

※他病院受診の時には病棟に伝え、保護者の方の付き添いで外出して下さい 

※月～金は 18 時以降、土日祝日は 15 時半以降はセンター正面玄関（２階）からの入館が

できませんので、１階防災センター前の通用口をご利用下さい 

※小児感染症に罹患し、特別な治療の必要がなくても感染のおそれがある場合は隔離とな

ります。その場合お子さんの精神面を考慮し、外泊をお勧めすることがあります。 



入園時に持参していただくもの 
 

 

 

① 受給者証（児童相談所から発行されます）  ⑧ 身の回りの品物 

② 健康保険証 

③ 診察券 

④ 印鑑（シャチハタで可） 

⑤ 母子手帳 

⑥ 身体障害者手帳・療育手帳 

⑦ お子さんの薬 

 

※日用品が支給されます 

※クリーニングが利用できます  ※３階居住棟にコインランドリーがあります 

 

 

 

① 健康保険証       ⑩ 身の回りの品物 

② 診察券           

③ 印鑑           

④ 母子手帳                  

⑤ 身体障害者手帳・療育手帳  

⑥ 各種医療受給者票 

⑦ 限度額認定証 

⑧ 身元引受書・入院願い 

⑨ お子さんの薬 

 

 

 

※病棟でクリーニングに出すことができます（有料） 

 その場合には、クリーニングに出す物を入れる名前を書いたビニール袋をご用意下さい 

※３階居住棟にコインランドリーがあります 

 

 

 

 

 

契約入園・措置入園 

衣類  パジャマ 

補装具（装具・移動具） 

特殊な食器など 

学校に必要な物（教科書・かばん等） 

衣類  パジャマ  補装具（装具・移動具等） 

特殊な食器など  学校に必要な物（教科書・かばん等） 

ハンカチ  タオル  ティッシュ  とろみ  

歯磨きセット（歯ブラシ・コップ・歯みがき粉） 

お風呂用品（バスタオル・体を洗うタオル・洗面器 

ボディーソープ・シャンプー・リンス） 

洗濯袋（洗濯物をためられる大きなもの） 

お風呂に着替えを持っていく袋 

オムツ  おしりふき 

医療用の物品は随時看護師と相談 

 

持ち物には、名前をお書き下さい 

ゲームや玩具の持参は最小限でお願いします 

小型テレビやＤＶＤプレーヤーなど高価な物、危険な物は持ち込まないで下さい 

現金は持たせないで下さい（生活上お小遣いが必要な場合は個別に相談します） 

※紛失や破損に関しては園では責任を負いかねます 

 

保険入園 



衣類について 
 

・日常着（５組）、下着（５組）、パジャマ（３組）、靴 

下、ハンカチ、ハンドタオルなどをご用意下さい。 

・名前を付けてください。 

・名前は縫い付けていただくか、油性マジックでにじま 

ないように書いてください。 

・前身ごろ（お子さんが着たときに左側になる所）に分 

るように付けてください。 

・クリーニングでは乾燥機にかけるため、衣類が小さく 

なったりゴムが伸びたりします。 

・来園時にベッドサイドの棚（床頭台）の中の衣類をご 

確認下さい。 

・季節の変わり目には、長袖と半袖を半分ずつご用意下 

さい。 

ネームバンドについて 
 

愛育園では、利用者様によりいっそう安全な環境を提供する取り組みとして、病室入口へ

の名前の掲示、ベッドへの名札の掲示に加えて、ネームバンドの装着のご協力をお願いし

ています。ネームバンドは外出や外泊時には取り外すことができます。 

これらの個人情報取り扱いについて、入園時にご意向を確認させていただいております。 

学校について 
 

・入園中、学齢のお子さんは、当センターに隣接する千葉県立袖ケ浦特別支援学校に通学 

します。 

・転校については、現在通っている学校に保護者の方から連絡して下さい（私立学校や高 

校については、転校に際して調整が必要な場合があります） 

・入園に伴う転校にあたって、事前に袖ケ浦特別支援学校で簡単な手続きをしていただく 

必要があります。 

・入園前の外来受診の際には、学校の見学をしていただきます。 

・入園後（主に入園日の午後）に学校へご案内し、転校手続きと面談を実施します。 

・転校に関する袖ケ浦特別支援学校の相談窓口は就学相談担当の先生です。 

・持ち物や学校生活については、直接、袖ケ浦特別支援学校へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

千葉県立袖ケ浦特別支援学校 

電話 ０４３－２９１－６９２２ 



 

 
※ センター敷地内は全面禁煙となりますので、面会や外泊送迎の際はご理解とご協力を 

お願いいたします。 

 

センター案内図 
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改訂 令和２年５月１日 

愛育園までの案内図 

○ＪＲ千葉駅から 千葉中央バス リハビリセンター行（約４５分） 

○ＪＲ鎌取駅から 千葉中央バス リハビリセンター行（約１５分） 

リハビリセンター送迎バス（約１０分） 

○一般道   大網街道から  袖ケ浦カントリークラブ方面 

 

○京葉道路～東金有料道路  大宮インターから（約１５分） 

高田インターから（約２０分） 

千葉リハビリテーションセンター医療型障害児入所施設愛育園 

〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町 1-45-2 電話 043-291-1831

（代表） 


